
憲
法
は
「
戦
争
は

し
な
い
」
（
９
条
）

「
労
働
者
の
権
利
を
守
る
」
（
27
条
）
と
定
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
戦
後
68
年
間
に
９
条
も
27
条
も
蝕
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
行
き
着
い
た
政
治
が
安
倍
政
権
。｢

戦
争
を
す

る
国｣

「
企
業
を
守
る
国
」
へ
大
転
換
を
図
る
法
整
備
に

乗
り
出
し
ま
し
た
。

鳴
り
物
入
り
の
産
業
競
争
力
強
化
法
案
な
ど
は
、
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
第
三
の
矢
＝
成
長
戦
略
＝
日
本
再
興
戦
略
の
道

具
で
す
。
戦
略
地
域
、
企
業
、
国
家
の
３
つ
の
単
位
で
規

制
緩
和
を
徹
底
し
、
企
業
を
強
く
す
る
こ
と
が
狙
い
。
こ

う
し
た
政
策
に
よ
り
労
働
者
の
労
働
条
件
や
生
活
が
平
等

に
向
上
し
、
地
域
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
が
解
消
し
、
貧
困

・
格
差
が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
法
案
は

ま
だ
序
の
口
、
地
な

ら
し
で
す
。
来
年
の
通
常
国
会
に
は
本
格
法
案
が
準
備
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
①
働
き
方
の
多
様
化
を
口
実

に
有
期
雇
用
を
無
期
限
に
し
て
派
遣
労
働
を
拡
大
す
る
、

②
解
雇
自
由
に
し
て
解
雇
紛
争
は
金
銭
解
決
と
す
る
、
③

残
業
代
ゼ
ロ
＝
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

の
導
入
な
ど
、
企
業
は
大
喜
び
、
労
働
者
は
真
っ
青
の

｢

解
雇
特
区｣

が
企
業
・
地
域
・
全
国
へ
拡
げ
ら
れ
ま
す
。

い
ま
一
つ
、
見
落

と
し
て
は
な
ら
な
い

の
が
公
立
学
校
の
民
営
化
で
す
。
「
解
雇
特
区
」
に
比
べ

て
注
目
度
は
低
い
の
で
す
が
、
基
本
法
改
悪
に
次
ぐ
教
育

改
革
の
第
二
弾
。
ア
メ
リ
カ
を
真
似
て
教
育
に
競
争
原
理

を
持
ち
込
み
、
全
国
学
力
テ
ス
ト
で
学
校
間
格
差
を
つ
け
、

成
績
の
悪
い
学
校
は
予
算
を
減
ら
し
、
学
校
選
択
制
で
潰

れ
る
学
校
が
出
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
教
育
権
（
憲

法
26
条
）
を
侵
害
す
る
制
度
ま
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

労
働
と
教
育
は
国
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
こ
れ

を
踏
み
に
じ
る
安
倍
政
権
に
日
本
の
政
治
を
任
せ
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
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臨時国会 戦争のできる国、企業を守る国へ

国
民
を
な
め
た
安
倍
政
権
は
退
場
せ
よ
！

臨
時
国
会
は
「
平
和
よ
り
戦
争
」
「
生
活
よ
り
利
潤
」
と
い
う

ト
ン
デ
モ
ナ
イ
法
案
が
続
々
と
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で

も
、
安
全
保
障
の
司
令
塔
と
な
る
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
特
定
秘
密

保
護
、
「
世
界
で
一
番
企
業
が
活
動
し
や
す
い
国
」
づ
く
り
を

め
ざ
し
た
産
業
競
争
力
強
化
や
国
家
戦
略
特
区
関
連
は｢

平

和
と
生
活｣

を
脅
か
し
、
憲
法
の
究
極
的
空
洞
化
を
も
た
ら
す

大
問
題
法
案
で
す
。
国
民
を
な
め
き
っ
て
い
る
安
倍
政
権
に
ノ
ー

を
突
き
つ
け
ま
し
ょ
う
。

特
定
秘
密
保
護
法
案
の

成
立
を
阻
止
し
よ
う
！

裏面参照



安
倍
政
権
は
開
会
中
の
臨
時
国
会

で
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
と
「
国
家
安

全
保
障
会
議
設
置
法
」
の
成
立
を
狙
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
２
法
案
は
日
本
の
集

団
的
自
衛
権
行
使
の
た
め
の
法
律
で

す
。
米
国
か
ら
の
情
報
な
ど
を
管
理
し
、

総
理
大
臣
を
ト
ッ
プ
に
４
人
で
外
交
、

防
衛
の
重
要
な
決
定
を
し
ま
す
。
安

倍
政
権
の
暴
走
が
加
速
し
ま
す
。

２
法
案
は
国
民
主
権
な
ど
の
原
則
を

否
定
す
る
軍
事
立
法
で
す
。
力
を
合

わ
せ
て
成
立
を
阻
み
ま
し
ょ
う
。

(1988年１月18日第三種郵便物認可) 『 週 刊 新 社 会 』 号 外
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新社会

新防衛大綱案中間報告（2013年7月

26日） 2013年末 大綱決定予定
■「おおむね10年間を念頭」の日本の軍事戦略

■中国・「北朝鮮」を仮想敵国。

■日米安保は世界と日本の「公共財」。

■日米共同の訓練、監視、施設の共同使用。国

際平和協力を積極的に推進し、宿営地の他国

軍との共同防衛、他国軍の再建支援。

■新たな戦術と武器導入

＊警戒監視に「高高度滞空無人機」

＊海兵隊的機能と水陸両用軍用車両の導入、

＊制海・制空の優位性確保のための対潜・対艦

機能の向上（哨戒機・ミサイルなど）。

＊統合輸送のための民間輸送力、補給拠点の確

保。＊港湾と民間空港の軍事戦略上の整備と

活用。

＊ミサイル対処能力。敵基地先制攻撃をも示唆。

■統合と情報の一元化

＊中央指揮組織の設置と深化。＊遠隔地での輸

送能力強化。＊武器生産産業の育成と武器輸

出３原則の見直し。＊平素からの自治体と住

民への対策。＊情報の収集と処理体制の分析

と共有体制強化。

＊前提として「秘密保全体制」に十分配慮する

（注・秘密保護法）

「国家安全保障会議設置法案」

10月28日・衆議院審議開始
■「4大臣会合」で総理大臣、官房長官、外務

大臣、防衛大臣の4人が機動的定期的に会合。

■「緊急事態大臣会合」で緊急に高度な政治判

断をする。

■内閣官房に100名程度の「国家安全保障局」

設置。各省庁に必要な情報や資料提供の義務。

注－日米軍事一体化のため米国の情報がより密

に来る。集団的自衛権行使も会議で判断。

重要な情報は守秘義務の徹底。関係者、参

加者全員対象。

「特定秘密保護法案」
10月25日閣議決定・国会に提出

■防衛、外交、スパイ、テロ外活動の防止の4分野の情報 を

「特定秘密」に指定。違反者は最高懲役10年に処される。

■問題点 ①憲法の国民主権原理を否定。取材・報道の自由

が制限され、国民の知る権利を規制し国家が優先され、国民

にとって重要な情報が「特定秘密」にされ、知らされない。

②「特定秘密」を誰が決め、何が対象なのか不明。時の権力

者の 都合が悪い情報や事件を「特定秘密」にできる。時の

権力者の恣意的政治がまかり通る。

③「特定秘密」の取扱者や関係者の個人情報が徹底的に調査

され、プライバシーが著しく侵害される。特定の政治的見解

や活動の個人やグループが調査対象とされる。

④「特定秘密」は行政が認めれば、国会（秘密会）に提出で

きるが、漏えいした国会議員は懲役５年。国政調査権は否定

され、国会は国権の最高機関（憲法）ではなくなる。ちなみ

に懲役５年や10年に執行猶予はなく、必ず実刑。

戦争への一里塚 集団的自衛権行使のための

「特定秘密保護法案」の成立を阻もう！
何
が
「
特
定
秘
密
」
か
？

そ
れ
は

ヒ
ミ
ツ
で
す
！

秘密、
ひみつ、
ヒミツ。

↓
、

↓ 新
社
会
党
が
呼
び
か
け

国
会
前
で
法
案
阻
止
の
座

込
み
を
行
い
ま
す
。

ど
な
た
も
参
加
で
き
ま

す
。
バ
ナ
ー
、
プ
ラ
カ
ー

ド
持
参
Ｏ
Ｋ

日
時
ー
11
月
18
日
～
22
日

10
時
～
17
時

場
所
ー
衆
参
議
員
会
館
前

歩
道

国会前に座り込もう！
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